
 

伊勢崎都市計画工業団地造成事業の変更（群馬県決定） 

 

 伊勢崎都市計画工業団地造成事業に次の工業団地造成事業を追加する。 
 

 名   称   伊勢崎宮郷工業団地造成事業 

 面   積   約５８．０ｈａ 

 公 
 

 共 
 

 施 
 

 設 
 

 の 
 

 配 
 

 置 
 

 及 
 

 び 
 

 規 
 

 模 

 道    路  種 別  名 称  幅 員  延 長  備 考 

     

     

  幅員６～１８ｍの区画道路について、土地利用を考慮して適正 
 な街区を形成するよう適宜配置する。 

 公園及び緑地  種 別  名 称  面 積  備 考 

    

    

  施行区域内に公園及び緑地を適宜配置する。面積については施 
 行面積の３％以上確保する。 

 下  水  道   下水及び工場排水は、処理後、一級河川利根川へ放流する。雨 
 水排水は、調整池により調整した後、一級河川利根川へ放流する。 

 その他の公共施設  

 宅 
 

 地 
 

 の 
 

 利 
 

 用 
 

 計 
 

 画 

 区  分  面 積  比 率  備 考 

 工 場 敷 地  約４７．２ｈａ    ８１．４％  

（ 

参 
 

考 

） 

 公 
 
 共 
 
 用 
 
 地 

 道   路  約 ５．５ｈａ     ９．５％  

 公園・緑地  約 ２．１ｈａ     ３．６％  

 そ  の  他  約 ３．２ｈａ        ５．５％  調整池、水路等 

 小 計  約１０．８ｈａ      １８．６％  

 合  計  約５８．０ｈａ   １００．０％  

 
 「施行区域は計画図表示のとおり」 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 






